
 

情報セキュリティ方針 
 

 

株式会社アテクト 業務ソリューション統括部 技術部 IT システム課（以下「当課」）は、業務で取り扱

う情報資産を適切に保護し、関係する取引先および社内の関係部門の信頼を確保するため、以下の通り

情報セキュリティ方針を定めます。本方針は、当課の業務範囲を対象とし、当課に所属する従業員に適用

します。 

 

1. 経営者の責任 

株式会社アテクトのトップマネジメントは、情報セキュリティリスクに関する最終的な責任を追い、

本方針の確実な実施と継続的な改善を指揮・支援します。また、必要な経営資源を適切に割り当て、

当課における情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を維持するとともに、継続的改善を

積極的に推進します。 

 

2. 社内体制の整備 

当課は、情報セキュリティにおける管理体制を明確に定め、情報資産の保護とリスク対策が適切に

実施される仕組みを構築します。また、役割と責任を定義し、組織として一貫した情報セキュリティ

方針運用を推進します。 

 

3. 従業員の取り組み 

当課に所属する従業員は、本方針および関連する手順を理解し、日常業務において情報セキュリテ

ィ確保に取り組みます。必要に応じて教育・訓練を行い、情報セキュリティ意識の向上を図ります。 

 

4. 法令および契約上の要求事項の遵守 

当課は、情報セキュリティに関する法令、規制、業界基準、取引先との契約上の要求事項を遵守しま

す。これらの要求事項に違反することのないよう、継続的な確認と改善を行います。 

 

5. 違反および事故への対応 

当課は、情報セキュリティに関する違反行為や事故が発生した場合、迅速に状況を把握し、被害の最

小化に努めます。再発防止のための原因分析を行い、必要な是正・予防措置を講じます。 

 

 

附則 

制定日：2025 年 12 月 2 日 

改定日：2026 年 6 月 8 日 

適用範囲：株式会社アテクト 業務ソリューション統括部 技術部 IT システム課 


